
 

 

振草渓谷県立自然公園 区域及び公園計画図（変更案） 縮尺１／５０，０００図 

1 2 

バス停のロータリー部を除く 

6 

28 

33 29 

1 

10 

3 

7 8 

11 9 

6 

1 削除 

天竜奥三河国定公園 2 

2 

1 

4 

5 

12 

3 

3 

3 

追加 

追加 

位置変更 新城市 

天竜奥三河国定公園 

尾籠岩山 

4 2 

御殿山 

明神山 

4 

5 

21 

35 

22 

30 

23 

27 

追加 

8 

7 

12 

13 

18 

17 

10 

11 

 

34 

凡例 

保護計画 

    ：第３種特別地域 

    ：普通地域 

利用計画 

    ：園地 

 

    ：宿舎 

 

    ：休憩場 

 

    ：野営場 

 

    ：駐車場 

 

    ：公衆便所 

 

    ：車道 

 

    ：歩道 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

3 

 

14 

 

15 

 
16 

 

19 

 

9 

 

20 

 32 31 

24 
25 

26 

副図① 

副図② 

副図③ 

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）

R 3JHf 316 
 
本製品を複製する場合には、国土地理院の

長の承認を得なければならない。 
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